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第１章 一般事項 

 

1. 適用範囲 

この特記仕様書は、南房総市水道事業（以下「発注者」という。）が発注する本工事

の施工に適用する。 

 

2. 工事場所 

南房総市大井地先外 

 

3. 工事期限 

    令和８年２月１０日 

 

4. 規格・基準・法令等の準拠 

本工事の機器、据付諸工事、建築等の製作施工にあたっては、次の各事項に準拠 

すること。 

    日本産業規格         （ＪＩＳ） 

    電気学会規格調査会標準規格  （ＪＥＣ） 

    （社）日本電機工業会標準規格 （ＪＥＭ） 

    （社）日本電線工業会標準規格 （ＪＣＳ） 

    （社）日本蓄電池工業会規格  （ＳＢＡ） 

    経済産業省・電気設備技術基準 

    （社）日本電気協会・内線規程 

    （社）日本水道協会規格（JWWA）及び水道施設設計指針 

    消防法 

    道路交通法 

    騒音規制法 

    労働基準法 

    南房総市条例・規則 

    その他 

 

5. 現場代理人及び主任技術者等 

本工事の（現場代理人及び）主任技術者又は監理技術者は、入札参加資格審査時に提

出した技術者を配置するものとする。 

 

6. 提出書類 

工事に先立ち請負者は、発注者の定める様式により、次の書類を提出しなければ

ならない。 

  工程表 

 現場代理人及び主任技術者選任届 

 その他監督員が指示する書類 

 

 

 



  

7. 申請及び手続き 

請負者は、法令で定められた関係諸官庁への報告、届出、認可許可申請等の手続 

き一切を代行するものとする。この際、官公庁より所定の指示があった場合は、速

やかに監督員に報告の上、承諾を得てから実施すること。これらに要する費用は、

すべて本工事に含まれるものとする。但し、印紙代等は別途とする。 

 

8. 工事実績情報の作成、登録 

受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事は、工事実績情報

サービス（CORINS）対象工事である。受注者は、標準仕様書の規定に基づき登録を行う

ものとする。 

 

9. デジタル工事写真の小黒板情報電子化 

   本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、監督職員の承諾を受

けたうえでデジタル工事写真の小黒板除法電子化対策工事（以降、「対象工事」とい

う）とすることで、対象工事では以下の１から４の全てを実施することとする。 

（１） 受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフト

ウェア等（以降、「使用機器」という）については、写真管理基準（平成30年

度版）に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機

能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）

は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号リスト（CPYPTREC 暗号リ

スト）」URL「http://www.cryptrec.go.jp/list.html」に記載している技術を

使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事で

の使用機器について提示するものとする。なお、使用機器の事例として、 

URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/shaeing/index.html」記載の「デジタ

ル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。ただし、

この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。 

（２） 受注者は、同条１の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被

写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子

的記入を行う場合は、写真管理基準（平成30年度版）によるものとする。ただ

し、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機

器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 

（３） 本工事の工事写真取扱いは、写真管理基準（平成30年度版）及びデジタル写真

管理情報基準（令和２年３月）に準ずるが、同条２に示す小黒板情報の電子的

記入については、デジタル写真管理情報基準（令和２年３月）「６．写真編集

等」で規定されている写真編集には該当しない。 

（４） 受注者は同条２に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板

情報電子化写真」という。）を工事完成時に監督職員へ納品するものとする。

なお納品時に、受注者は 

URL(http://www.cals.jacis.or.jp/CIM/sharing/index.html)の 

チェックシステム（信憑性チェックツール）またはチェックシステム（信憑性

チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフト

を用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督

職員へ「工事打合簿」等により提出するものとする。 

http://www.cals.jacis.or.jp/CIM/sharing/index.html)


  

10. 機器製作及び現場工事の諸事項 

（１） 請負者は、製作、施工にあたって軽微なる変更は、異議無く行うものとし、

大幅な変更については、協議により実施すること。 

（２） 請負者は、製作、施工にあたって本設備完成上当然必要と思われるものにつ

いては、設計図書に記載がなくても異議なく実施すること。 

（３） 請負者は、次の関係図書を各２部提出すること。機器の製作、現場工事は監

督員の承諾を得た後に着工すること。これらの図書作成に要する費用はすべ

て本工事に含むものとする。 

イ. 報告書 

ロ. その他監督員の指示する図書類 

（４） 請負者は、現場工事開始から完成までの過程を随時写真撮影（カラー）し、

整理の上 １ 部提出すること。 

（５） 請負者は、監督員、他業者との連絡、打合せを密に行い、製作、施工等で相

互に支障をきたさぬよう工事を進行させること。また、工事場所内外の整理

整頓に努め、安全管理に十分留意し事故防止に努めること。 

（６） 請負者は、現場工事に必要な仮設備、材料倉庫、管理事務所等を構内に設置

する場合は、計画書を監督員に提出し承諾後実施すること。 

（７） 請負者は、工事実施に影響を及ばす事故、人名に損傷を生じた時、または第

３者に損害を与える事故が発生した時、遅滞なくその状況を監督員に報告す

ること。 

（８） 請負者は、工事個所及びその周辺にある地上、地下の既設構造物、機器等に

対して支障を及ばさないよう、監督員と協議の上必要な防護等の処置を施す。 

 

11.  試験及び検査 

（１） 請負者は、機器製作中または製作後に監督員の検査を受けることとし、検査

場所は製作工場または現場とする。現場工事に際しては、完了後外部から検

査できない箇所については、監督員の立会いを要し写真撮影を行うこと。 

これに要する費用は、監督員派遣費用のほかは一切請負人の負担とする。 

（２） 現場工事用諸材料については現場搬入の都度、外形・数量・製作者等を監督

員立会いの上検査を行い合格の後、使用すること。 

（３） 工事、現場検査の細部については、別途協議の上決定する。 

（４） 工事完了にあたっては、監督員、監督官公庁の検査を受けるものとし、合格

の後引き渡しとする。 

（５） 試験及び検査時に必要な試験器具は、請負者側で一切これを用意する 

こと。但し、次のものは別途とする。 

 電力引込負担金  試験、検査用の用水等  NTT 設備料及び工事費 

 

12.  引渡し後の保証 

    本工事は、完了後試験、検査を受け、合格の後引渡しとなるが、引渡し後請負

者の起す要因で故障、その他の事故が発生した場合は、監督員の指示に従い速

やかに補修を行うこと。又、機器類は実使用期間１年以内で、請負者側の責に

より事故と判断される場合も監督員の指示に従い、確実に補修又は機器の交換

を行う。 



  

13.  (週休 2 日制適用工事【現場閉所による週休 2 日工事】) 

1 本工事は、週休 2 日制適用工事である。 

2 受注者は、現場閉所による週休 2 日工事として取り組むこと。なお、予定価格

には月単位の週休 2 日(4 週 8 休以上)達成相当の経費を補正している。 

3 受注者が週休 2 日交替制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休 2 日

交替制工事に変更することができる。 

4 週休 2 日制の実施にあたっては、「週休 2 日制適用工事実施要領(令和 6 年 10 月

版)」に基づき行うこと。 

  

14.  (週休 2 日制適用工事【週休 2 日交替制工事】) 

5 本工事は、週休 2 日制適用工事である。 

6 受注者は、週休 2 日交替制工事として取り組むこと。なお、予定価格には月単

位の週休 2 日(4 週 8 休以上)達成相当の経費を補正している。 

7 週休 2 日制の実施にあたっては、「週休 2 日制適用工事実施要領(令和 6 年 10 月

版)」に基づき行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 



  

第２章 増圧ポンプ分解整備工事外２箇所 

 

１．概  要 

本工事は、乳牛試験場増圧ポンプ場、岡瀬田増圧ポンプ場及び、カントリー線第１中継ポ

ンプ場に設置されている水中ポンプの分解整備、ポンプ交換、部品交換並びに圧力タンクの部

品交換を行うものである。また、整備機器の試運転調整も併せて行うものとする。 

 

 ２．機器構成 

【乳牛試験場増圧ポンプ場】 

水中ポンプ (ＪＵ40×3 - 53.7W)             ２台 

ウォーターエース制御盤 型式：HPU 3.7ｒS-G      １個 

圧力タンク 型式：UT-VA V40-53.7          １基 

 

【岡瀬田増圧ポンプ場】 

ウォーターエース制御盤 型式：HPU 3.7ｒS-G      １個 

圧力タンク 型式：UT-VA V40-53.7          １基 

 

【カントリー線第 1中継ポンプ場】 

水中ポンプ (ＪＵP50×3 - 55.5W)            １台 

 

３．機器仕様 

【乳牛試験場増圧ポンプ場】 

水中ポンプ (ＪＵ40×3 - 53.7W)             ２台 

ウォーターエース制御盤 型式：HPU 3.7ｒS-G      １個 

圧力タンク 型式：UT-VA V40-53.7          １基 

 

【岡瀬田増圧ポンプ場】 

ウォーターエース制御盤 型式：HPU 3.7ｒS-G      １個 

圧力タンク 型式：UT-VA V40-53.7          １基 

 

【カントリー線第一中継ポンプ場】 

 水中ポンプ仕様   

JUPステンレス製水中うず巻ポンプ         １台 

型 式 JUP50×3-55.5  揚程 0.104/0.4 ㎥/min×71/46m 

口 径 (Φ50ｍｍ)  出 力 (5.5kW)   周波数（50Hz ）  電 圧 (200V) 

 段数３段   極数 2P       

材 質  ケーシング：SUS304/SCS13    

羽根車：SUS304    

主軸：SUS420J2 

 付属品  水中ケーブル × 10ｍ 

 

 

 



  

４．作業内容 

【乳牛試験場増圧ポンプ場】 

・ポンプ分解整備             2 台 

・ポンプ取外し、搬入取付         2 台 

・圧力タンク部品交換            1 台 

・試運転調整               1 式 

 

【岡瀬田増圧ポンプ場】 

・ウォーターエース制御盤修繕       １台 

・圧力タンク部品交換            1 台 

・試運転調整               1 式 

 

【カントリー線第一中継ポンプ場】 

・１号中継ポンプ交換作業(受水槽内清掃含む)    １台 

・ポンプ撤去、搬入取付              １台 

・試運転調整                   1 式 

 

 

５．産業廃棄物 

     本整備工事に伴い発生した産業廃棄物は適正に処分すること。   

 


